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教えて！市立病院　vol.48 市立病院総務課経営企画室☎ 22-2450

Ｑ１　どんな人が利用できるの？
　小児から高齢者まで、医師が訪問看護の必要性を認
めた人が利用できます。以下のような人もまずはご相
談ください。

・通院はしているが体調が不安定で心配
・病気や障がいを持ちながらの生活が心配
・介護に不安がある　・家で最期を迎えたい　など

Ｑ２　どうすれば利用できるの？
　利用したい人のかかりつけ医や担当ケアマネジャー、
または当事業所までお気軽にご相談ください。

Ｑ３　どんなことをしてくれるの？
①健康状態の観察や管理
② 療養生活の援助（入浴介助・全身清拭・手浴足・洗髪・

口腔ケアなど）
③ 医療処置・医療機器管理（点滴、カテーテル管理、

人工肛門・人工膀胱・浣腸など排泄管理、床ずれ処置、
予防指導など）

④ 認知症、精神疾患の看護（利用者と家族の相談や対
応方法の助言、内服薬の管理など）

⑤ 家族やその他の介護者支援（介護方法の助言や地域
の社会資源の相談・他機関との連携など）

小型家電の回収
　ご家庭で不用になった小型家電を
回収します。■日時／３月 11 日㈯・
12 日㈰９時～ 11 時　■会場／米沢
市役所前駐車場　■品目／①通信
機器（携帯電話など）②デジタルカ
メラ③ゲーム機④映像用機器（ビデ
オデッキなど）⑤音響機器（デジタ
ルオーディオプレーヤーなど）⑥パ
ソコン類⑦その他 ※対象品目はチ
ラシ（衛生組合を通じて配布）や市
ホームページで確認のうえ、会場ま
で持ち込んでください。■問合せ／
環境生活課廃棄物対策担当

粗大ごみの回収について
　引っ越しなどに伴い、粗大ごみの
回収を希望する場合は、粗大ごみ回
収センター（☎ 22-5235）に直接ご
連絡ください。３月は申込みが集中
するため、収集日のご希望に添えな
い場合があります。お早めにお申し
込みください。なお、粗大ごみの出
し方については、市ホームページに
掲載しますので、ご覧ください。■
受付時間／９時～ 16 時（土日・祝
日、年末年始を除く）■問合せ／環
境生活課廃棄物対策担当

その他

新水道事業ビジョン（案）と
第４期米沢市水道事業中期
経営計画（案）へご意見を

　平成 29 年度～平成 38 年度を計
画期間とする米沢市新水道事業ビ
ジョン（案）と平成 29 年度～平成
33 年度を計画期間とする第４期米
沢市水道事業中期経営計画（案）へ
ご意見をお寄せください。■閲覧場
所／①市ホームページ②水道業務課

（上下水道部庁舎２階）③上下水道
部料金窓口・水道センター（上下水
道部庁舎１階）④情報公開コーナー

（市役所４階）⑤各コミセン　■募
集期間／３月１日㈬～ 21 日㈫　■
提出方法／意見とともに、住所・氏
名・電話番号を記入のうえ、直接
持参するか郵送、FAX、電子メール
で提出してください。■提出先・
問合せ／水道業
務 課 経 営 企 画
係【FAX】 2 3 -
6177【電子メー
ル 】gyoumu-ka
＠ city.yonezawa.
yamagata.jp

　米沢市立病院「訪問看護ステーションつむぎ」が平成28年10月1日にスター
トしました。訪問看護とは看護師が患者さんのお住まいに訪問し、看護を行
うものです。「つむぎ」では、皆さんが住み慣れた家や地域でその人らしい生
き方に寄り添い、安心した療養生活が送れるように支援していきます。

■所在地／米沢市立病院外来棟 2 階☎ 22-2610※夜間・休日でも24時間緊急対応を行っています。

「つむぎ」のスタッフ　左から：井渕繁（看護師）、
安部淳子（管理者・看護師）、渡部基子（看護師）

News Navi 
雪どけ期における
交通事故防止キャンペーン
■期間／３月 10 日㈮～ 16 日㈭
　雪どけが進むとともに、歩行
者や自転車の利用が増加します。
交差点では「しっかり止まって、
はっきり確認」をしましょう。
① 歩行者は、道路を横断する時

に「いつでも・どこでも安全
確認」をしましょう。

② 運転者は、特に子どもや高齢
者の行動に注意し「止まって、
横断させる」思いやり運転を
しましょう。

③ 路面の状態や道路状況をみて、
自転車を利用しましょう。

■問合せ／環境生活課生活安全担当

市・県民税の申告は
３月 15 日㈬まで！
　申告期限近くは、会場が大変混
雑します。指定された日時または
郵送により、早めの申告をお願い
します。
■問合せ／税務課市民税係


